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査
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地
籍
調
査
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指
定
年
月
日
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十
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年
三
月
一
日
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調
査
を
行
う
者
の
名
称

秋
田
市
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調
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域
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市
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字
河
辺
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野
田
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の
一
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査
期
間

平
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十
八
年
四
月
三
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か
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三
十
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ま
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査
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種
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地
籍
調
査
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指
定
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月
日

平
成
十
八
年
三
月
一
日
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調
査
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行
う
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の
名
称

横
手
市

（四）

調
査
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域
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手
市
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字
大
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町
八
沢
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の
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平
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月
三
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で
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査
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域
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町
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査
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間

平
成
十
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年
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か
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十
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年
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三
十
日
ま
で
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査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
地
籍
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
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査
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郡
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査
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名
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市
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地
籍
図
及
び
地
籍
簿
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測
量
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調
査
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行
っ
た
地
域

男
鹿
市
船
川
港
大
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前
・
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一
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一
・
四
九
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

（五）

認
証
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
二
日

五
（一）

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

潟
上
市

（二）

成
果
の
名
称

潟
上
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（三）

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

潟
上
市
大
字
天
王
の
一
部

（四）

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

平
成
十
六
年
度
及
び
平
成
十
七
年
度

〇
・
六
〇
平
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キ
ロ
メ
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ト
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（五）

認
証
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
二
日

六
（一）

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

秋
田
市

（二）

成
果
の
名
称

秋
田
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（三）

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

秋
田
市
大
字
河
辺
畑
谷
・
河
辺
豊
成
の
各
一
部

（四）

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

平
成
十
六
年
度
及
び
平
成
十
七
年
度

〇
・
七
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

（五）

認
証
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
二
日

七
（一）

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

由
利
本
荘
市

（二）

成
果
の
名
称

由
利
本
荘
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（三）

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

由
利
本
荘
市
大
字
山
内
・
大
簗
の
各
一
部

（四）

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

平
成
十
六
年
度
及
び
平
成
十
七
年
度

四
・
五
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

（五）

認
証
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
二
日

八
（一）

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

大
仙
市

（二）

成
果
の
名
称

大
仙
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（三）

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

大
仙
市
大
字
刈
和
野
の
一
部

（四）

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

平
成
十
六
年
度
及
び
平
成
十
七
年
度

〇
・
四
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

（五）

認
証
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
二
日

九
（一）

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

仙
北
市

（二）

成
果
の
名
称

仙
北
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（三）

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

仙
北
市
大
字
角
館
町
山
谷
川
崎
の
一
部

（四）

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

平
成
十
六
年
度
及
び
平
成
十
七
年
度

〇
・
六
四
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

（五）

認
証
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
二
日

十
（一）

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

仙
北
郡
美
郷
町

（二）

成
果
の
名
称

仙
北
郡
美
郷
町
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（三）

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

仙
北
郡
美
郷
町
大
字
黒
沢
の
一
部

（四）

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

平
成
十
六
年
度
及
び
平
成
十
七
年
度

一
・
七
五
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

（五）

認
証
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
二
日

十
一
（一）

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

３
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横
手
市

（二）

成
果
の
名
称

横
手
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（三）

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

横
手
市
大
字
増
田
町
亀
田
の
一
部

（四）

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

平
成
十
六
年
度
及
び
平
成
十
七
年
度

〇
・
四
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

（五）

認
証
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
二
日

十
二
（一）

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

湯
沢
市

（二）

成
果
の
名
称

湯
沢
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（三）

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

湯
沢
市
大
字
皆
瀬
の
一
部

（四）

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

平
成
十
六
年
度
及
び
平
成
十
七
年
度

〇
・
七
八
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

（五）

認
証
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
二
日

十
三
（一）

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

雄
勝
郡
羽
後
町

（二）

成
果
の
名
称

雄
勝
郡
羽
後
町
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（三）

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

雄
勝
郡
羽
後
町
大
字
高
尾
田
・
新
町
の
各
一
部

（四）

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

平
成
十
六
年
度
及
び
平
成
十
七
年
度

一
・
三
八
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

（五）

認
証
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
二
日

十
四
（一）

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

由
利
本
荘
市

（二）

成
果
の
名
称

由
利
本
荘
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（三）

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

由
利
本
荘
市
大
字
矢
島
町
川
辺
の
一
部

（四）

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

平
成
十
六
年
度
及
び
平
成
十
七
年
度

二
・
九
九
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

（五）

認
証
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
二
日

十
五
（一）

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

大
仙
市

（二）

成
果
の
名
称

大
仙
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（三）

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

大
仙
市
大
字
協
和
境
・
協
和
船
岡
の
各
一
部

（四）

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

平
成
十
六
年
度
及
び
平
成
十
七
年
度

四
・
〇
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

（五）

認
証
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
二
日

十
六
（一）

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

仙
北
郡
美
郷
町

（二）

成
果
の
名
称

仙
北
郡
美
郷
町
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（三）

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

仙
北
郡
美
郷
町
大
字
金
沢
の
一
部

（四）

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

平
成
十
六
年
度
及
び
平
成
十
七
年
度

〇
・
八
五
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

（五）

認
証
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
二
日

十
七
（一）

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

横
手
市

（二）

成
果
の
名
称

横
手
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（三）

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

４
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横
手
市
大
字
十
文
字
町
仁
井
田
・
十
文
字
町
佐
賀
会
の
各
一
部

（四）

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

平
成
十
六
年
度
及
び
平
成
十
七
年
度

〇
・
五
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

（五）

認
証
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
二
日

十
八
（一）

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

湯
沢
市

（二）

成
果
の
名
称

湯
沢
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（三）

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

湯
沢
市
大
字
上
院
内
の
一
部

（四）

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

平
成
十
七
年
度

〇
・
二
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

（五）

認
証
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
二
日

十
九
（一）

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

由
利
本
荘
市

（二）

成
果
の
名
称

由
利
本
荘
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（三）

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

由
利
本
荘
市
大
字
東
由
利
舘
合
の
一
部

（四）

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

平
成
十
六
年
度
及
び
平
成
十
七
年
度

二
・
八
二
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

（五）

認
証
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
二
日

二
十
（一）

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

横
手
市

（二）

成
果
の
名
称

横
手
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（三）

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

横
手
市
大
字
雄
物
川
町
大
沢
の
一
部

（四）

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

平
成
十
六
年
度
及
び
平
成
十
七
年
度

二
・
八
二
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

（五）

認
証
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
二
日

二
十
一
（一）

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

横
手
市

（二）

成
果
の
名
称

横
手
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（三）

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

横
手
市
大
字
山
内
平
野
沢
・
山
内
筏
の
各
一
部

（四）

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

平
成
十
六
年
度
及
び
平
成
十
七
年
度

〇
・
四
七
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

（五）

認
証
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
二
日

秋
田
県
告
示
第
百
七
十
五
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
監
視
伝
染
病
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め
の
検
査
を
実
施
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
実
施
の
目
的

ブ
ル
セ
ラ
病
、
結
核
病
、
ヨ
ー
ネ
病
、
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
、
馬
伝
染
性
貧
血
、
豚
コ
レ
ラ
、

オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
、
伝
染
性
胃
腸
炎
、
豚
繁
殖
・
呼
吸
障
害
症
候
群
、
豚
流
行
性
下
痢
、
家
き
ん

サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
及
び
腐
蛆そ

病
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め

二
　
実
施
す
る
区
域
並
び
に
実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
又
は
そ
の
死
体
の
種
類
及
び
範
囲

５

県
内
全
域

ブ
ル
セ
ラ
病
及
び

結
核
病
の
検
査

実
施
す
る
区
域
を
所
管
す

る
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
発

生
の
予
防
の
た
め
に
必
要
と

認
め
た
牛

区
　
　
　
　
　
　
　
　
域

区
　
　
分

家
畜
又
は
そ
の
死
体
の

種

類

及

び

範

囲
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三
　
実
施
期
日
及
び
場
所

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
実
施
す
る
区

域
を
所
管
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
期
日
及
び
場
所

四
　
検
査
の
方
法

（一）

ブ
ル
セ
ラ
病
、
結
核
病
、
ヨ
ー
ネ
病
、
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
及
び
馬
伝
染
性
貧
血
に
あ
っ
て

は
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
第
九
条
第
二

項
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
。

（二）

豚
コ
レ
ラ
、
オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
、
伝
染
性
胃
腸
炎
、
豚
繁
殖
・
呼
吸
障
害
症
候
群
及
び
豚
流

行
性
下
痢
に
あ
っ
て
は
、
臨
床
検
査
及
び
血
清
学
的
検
査
に
よ
る
。

（三）

家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
及
び
腐
蛆そ

病
に
あ
っ
て
は
、
国
が
定
め
る
病
性
鑑
定
指
針
に
よ

る
。

秋
田
県
告
示
第
百
七
十
六
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
監
視
伝
染
病
の
発
生
を
予
察
す
る
た
め
の
検
査
を
実
施
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

６

（一）

能
代
市
　
横
手
市
　
男
鹿
市
　
湯
沢

市
　
由
利
本
荘
市
　
北
秋
田
市
　
に
か
ほ

市
　
上
小
阿
仁
村
　
藤
里
町
　
三
種
町

八
峰
町
　
五
城
目
町
　
八
郎
潟
町
　
井
川

町
　
大
潟
村
　
羽
後
町
　
東
成
瀬
村

（二）

羽
後
町

（三）

県
内
全
域

県
内
全
域

県
内
全
域

ヨ
ー
ネ
病
の
検
査

伝
達
性
海
綿
状
脳

症
の
検
査

馬
伝
染
性
貧
血
の

検
査

実
施
す
る
区
域
で
搾
乳
の

用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目

的
で
飼
育
し
て
い
る
乳
用
雌

牛
（
生
後
十
二
箇
月
未
満
の

も
の
を
除
く
。
）

実
施
す
る
区
域
で
繁
殖
の

用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目

的
で
飼
育
し
て
い
る
肉
用
雌

牛
（
生
後
十
二
箇
月
未
満
の

も
の
を
除
く
。
）

実
施
す
る
区
域
を
所
管
す

る
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
発

生
の
予
防
の
た
め
に
必
要
と

認
め
た
牛

実
施
す
る
区
域
で
死
亡
し

た
牛
（
生
後
二
十
四
箇
月
未

満
の
も
の
を
除
く
。
）

平
成
十
八
年
四
月
一
日
前

五
年
間
に
お
い
て
当
該
疾
病

の
検
査
を
受
け
て
い
な
い
馬

（
生
後
百
八
十
日
未
満
の
も

の
及
び
家
畜
防
疫
員
が
疾
病

そ
の
他
の
特
別
な
事
由
に
よ

り
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
困

難
と
認
め
た
も
の
を
除
く
。
）

及
び
実
施
す
る
区
域
を
所
管

す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が

発
生
の
予
防
の
た
め
に
必
要

と
認
め
た
馬

県
内
全
域

県
内
全
域

湯
沢
市
　
鹿
角
市
　
由
利
本
荘
市
　
に
か

ほ
市
　
小
坂
町
　
羽
後
町
　
東
成
瀬
村

豚
コ
レ
ラ
、
オ
ー

エ
ス
キ
ー
病
、
伝

染
性
胃
腸
炎
、
豚

繁
殖
・
呼
吸
障
害

症
候
群
及
び
豚
流

行
性
下
痢
の
検
査

家
き
ん
サ
ル
モ
ネ

ラ
感
染
症
の
検
査

腐
蛆そ

病
の
検
査

実
施
す
る
区
域
を
所
管
す

る
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
発

生
の
予
防
の
た
め
に
必
要
と

認
め
た
豚

実
施
す
る
区
域
を
所
管
す

る
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
発

生
の
予
防
の
た
め
に
必
要
と

認
め
た
鶏
、
あ
ひ
る
、
う
ず

ら
及
び
七
面
鳥

実
施
す
る
区
域
で
飼
育
さ

れ
て
い
る
み
つ
ば
ち
の
群
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一
　
実
施
の
目
的

ブ
ル
ー
タ
ン
グ
、
ア
カ
バ
ネ
病
、
チ
ュ
ウ
ザ
ン
病
、
ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
イ
バ
ラ
キ
病

及
び
牛
流
行
熱
の
発
生
を
予
察
す
る
た
め

二
　
実
施
す
る
区
域
並
び
に
実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
又
は
そ
の
死
体
の
種
類
及
び
範
囲

三
　
実
施
期
日
及
び
場
所

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
実
施
す
る
区

域
を
所
管
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
期
日
及
び
場
所

四
　
検
査
の
方
法

臨
床
検
査
及
び
血
清
学
的
検
査
に
よ
る
。

秋
田
県
告
示
第
百
七
十
七
号

平
成
十
八
年
二
月
二
十
四
日
秋
田
県
厚
生
連
労
働
組
合
中
央
執
行
委
員
長
中
村
秀
也
か
ら
次
の
と

お
り
争
議
行
為
を
行
う
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
労
働
関
係
調
整
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅

令
第
四
百
七
十
八
号
）
第
十
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
表
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
事
件

（一）

賃
金
の
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

（二）

諸
手
当
の
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

（三）

要
員
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

（四）

労
働
条
件
の
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
日
時

平
成
十
八
年
三
月
十
五
日
以
降
事
件
解
決
の
時
ま
で
、
連
日
又
は
短
時
間
に
わ
た
っ
て
行
う
。

三
　
場
所

鹿
角
市
花
輪
字
八
正
寺
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鹿
角
組
合
総
合
病
院

北
秋
田
市
花
園
町
十
番
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
秋
中
央
病
院

能
代
市
落
合
字
上
前
田
地
内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
本
組
合
総
合
病
院

山
本
郡
山
本
町
森
岳
字
田
尻
百
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
本
組
合
総
合
病
院

森
岳
診
療
所

南
秋
田
郡
八
郎
潟
町
川
崎
字
貝
保
三
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
湖
東
総
合
病
院

秋
田
市
飯
島
西
袋
一
丁
目
一
番
一
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
組
合
総
合
病
院

由
利
本
荘
市
川
口
字
家
後
三
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
由
利
組
合
総
合
病
院

大
仙
市
大
曲
通
町
一
番
三
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仙
北
組
合
総
合
病
院

横
手
市
駅
前
町
一
番
三
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
鹿
総
合
病
院

湯
沢
市
山
田
字
勇
ヶ
岡
二
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
雄
勝
中
央
病
院

秋
田
市
八
橋
南
二
丁
目
十
番
十
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
県
厚
生
連
本
所

四
　
概
要

救
急
外
来
患
者
、
入
院
中
の
重
症
患
者
、
人
工
透
析
、
検
診
、
人
間
ド
ッ
ク
、
訪
問
看
護
、
リ

ハ
ビ
リ
教
室
、
デ
イ
ケ
ア
及
び
予
約
検
査
の
た
め
の
保
安
要
員
を
除
く
全
部
又
は
一
部
の
組
合
員

に
よ
る
ス
ト
ラ
イ
キ
そ
の
他
の
争
議
行
為
を
行
う
。

秋
田
県
告
示
第
百
七
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画

を
変
更
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
都
市
計
画
の
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
都
市
計
画
の
種
類

道
路

二
　
都
市
計
画
の
案
の
名
称

大
館
都
市
計
画
道
路
（
三
・
四
・
十
号
中
央
線
）
の
変
更

三
　
都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

変
更
す
る
部
分

大
館
市
小
館
花
字
山
根
ヒ
ト
ロ
、
字
象
ヶ
鼻
、
青
葉
町
、
字
八
幡
沢
岱
、
泉
町
、
字
一
心
院
南
、

常
盤
木
町
、
字
新
町
、
字
大
町
、
字
大
館
、
字
長
倉
、
字
長
木
川
南
、
字
水
門
前
、
字
川
中
一
本

柳
、
御
成
町
四
丁
目
、
御
成
町
三
丁
目
、
御
成
町
二
丁
目
、
御
成
町
一
丁
目
、
字
板
子
石
境
並
び

に
釈
迦
内
字
上
袋
、
字
塚
の
台
、
字
街
道
上
及
び
字
稲
荷
山
下
の
一
部

四
　
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場
所

（一）

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

７

県
内
全
域

ブ
ル
ー
タ
ン
グ
、

ア
カ
バ
ネ
病
、
チ

ュ
ウ
ザ
ン
病
、
ア

イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
、
イ
バ
ラ
キ

病
及
び
牛
流
行
熱

の
検
査

こ
れ
ら
の
疾
病
を
予
防
す

る
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
し
て
い

な
い
牛
で
あ
っ
て
、
実
施
す

る
区
域
を
所
管
す
る
家
畜
保

健
衛
生
所
長
が
発
生
を
予
察

す
る
た
め
必
要
と
認
め
た
も

の

区
　
　
　
　
　
　
　
　
域

区
　
　
分

家
畜
又
は
そ
の
死
体
の

種

類

及

び

範

囲
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（二）

北
秋
田
市
鷹
巣
字
東
中
岱
七
十
六
番
地
の
一
　
北
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
用
地
課

（三）

大
館
市
字
中
城
二
十
番
地
　
大
館
市
建
設
部
都
市
計
画
課

五
　
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
期
間
　
平
成
十
八
年
三
月
十
日
（
金
）
か
ら
同
月
二
十
四
日
（
金
）
ま
で

秋
田
県
告
示
第
百
七
十
九
号

河
川
区
域
の
変
更
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第

十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
河
川
の
名
称
　
一
級
河
川
　
旧
小
猿
部
川

二
　
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日
　
平
成
十
七
年
六
月
二
十
九
日

三
　
廃
川
敷
地
等
の
位
置
、
種
類
及
び
面
積

関
係
図
面
は
、
建
設
交
通
部
河
川
砂
防
課
及
び
北
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

四
　
そ
の
他

河
川
法
施
行
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力

を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
河
川
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
四
十
四
条
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
廃
川
敷
地
等
の
下
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら

三
月
以
内
に
知
事
に
下
付
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

秋
田
県
告
示
第
百
八
十
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
指
定
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

８

位
　
　
　
　
　
　
　
　
置

北
秋
田
市
脇
神
字
川
戸
沼
内
悪
戸
二
百
三
十
七
番

面
　
　
　
　
　
積

四
四
一
・
七
二
平
方
メ
ー

ト
ル

種

類

土

地

地
　
　
　
　
　
　
　
　
番

区
域
名

郡
市
　
町
村
　
大
字
　
字

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
域

五
二
番
一
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。
）
、
五
三
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。
）
、
五
四
番
、
五
五
番
の

一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、

五
六
番
一
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。
）
、
五
六
番
二
の
一
部
（
次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
七
九
番
一
の
一
部

（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
七
九

番
二
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
七
九
番
三
、
七
九
番
四
の
一
部

（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
八
一

番
、
八
二
番
、
八
二
番
一
の
一
部
（
次
の
図

に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
八
三
番
の
一
部

（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
八
三

番
二
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
八
三
番
三
の
一
部
（
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。
）
、
八
四
番
の
一
部
（
次

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
一
一
五
番

の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、

一
一
六
番
、
一
一
七
番
、
一
一
九
番
、
一
二

一
番
、
一
二
二
番
一
の
一
部
（
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。
）
、
一
二
二
番
二
の
一
部

（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
二
一

〇
番
一
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
二
一
〇
番
二
の
一
部
（
次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
二
一
一
番
一
の
一

部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
二

一
二
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
二
一
六
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。
）
、
二
一
七
番
一
の
一
部

（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
二
一

九
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
二
二
〇
番
、
二
二
一
番
の
一
部

（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
二
二

関
口
戸

沢

湯
沢
市
関
口
字
戸
沢
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「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
建
設
交
通
部
河
川
砂
防
課
及
び
関
係
地

域
振
興
局
建
設
部
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
百
八
十
一
号

秋
田
港
港
湾
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
条

の
三
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
当
該
変
更
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
日

秋
田
港
港
湾
管
理
者
　
秋
田
県

代
表
者
　
秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
関
係
書
類
を
建
設
交
通
部
港
湾
空
港
課
及
び
秋
田
港
湾
事
務

所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

秋
田
県
告
示
第
百
八
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
七
年

十
一
月
三
十
日
付
け
指
令
由
建
―
二
千
百
七
十
一
で
許
可
し
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し

た
の
で
、
同
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

９

二
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
二
二
三
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。
）
、
二
二
四
番
、
二
二
五

番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
二
二
五
番
二
の
一
部
（
次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
二
二
六
番
、
水
路

敷
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
及
び

道
路
敷
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

一
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
二
番
三
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。
）
、
二
番
四
の
一
部
（
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
二
番
五
の
一

部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
二

番
六
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
二
番
七
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。
）
、
二
番
九
の
一
部
（
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
三
番
の
一
部

（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
五
番

の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、

道
路
敷
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

三
一
番
一
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。
）

三
五
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
六
六
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。
）
六
六
番
二
、
六
七
番
の
一

部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
七

一
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
七
一
番
二
の
一
部
（
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。
）
、
七
二
番
の
一
部
（
次

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
七
三
番
の

一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、

七
四
番
一
、
七
四
番
二
、
七
五
番
一
の
一
部

岩
台

湯
沢
市
関
口
字
戸
沢
山

雄
勝
郡
羽
後
町
飯
沢
字
桜
峠

雄
勝
郡
羽
後
町
飯
沢
字
岩
台

（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
七
五

番
三
、
七
六
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部

分
に
限
る
。
）
、
七
七
番
、
七
七
番
一
、
七

七
番
二
、
七
八
番
一
、
七
八
番
二
、
七
九
番

一
、
七
九
番
二
、
八
〇
番
一
、
八
〇
番
二
、

八
一
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
八
二
番
、
八
三
番
、
八
四
番
、
八

五
番
一
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
八
五
番
二
、
八
六
番
の
一
部
（
次

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
八
七
番
一

の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、

八
七
番
二
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。
）
、
八
八
番
、
八
九
番
の
一
部
（
次

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
九
〇
番
の

一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、

水
路
敷
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

及
び
道
路
敷
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
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平
成
十
八
年
三
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

秋
田
市
保
戸
野
千
代
田
町
二
番
四
十
三
号

三
光
不
動
産
株
式
会
社

代
表
取
締
役
　
岩
　
本
　
竜
　
大

二
　
開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

に
か
ほ
市
平
沢
字
長
表
四
十
三
番
一
、
四
十
四
番
、
四
十
五
番
、
四
十
七
番
及
び
四
十
九
番

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
北

秋
田
市
鷹
巣
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

北
秋
田
市
栄
字
太
田
六
番
地
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
谷
川
　
　
　
正

〃
　
　
　
七
日
市
字
田
ノ
沢
百
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
　
岐
　
洋
　
一

〃
　
　
　
坊
沢
字
善
千
鳥
坂
八
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
　
崎
　
克
　
彦

〃
　
　
　
〃
　
字
水
上
沢
四
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
重
　
光

〃
　
　
　
〃
　
字
相
善
岱
尻
三
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
成
　
田
　
忠
　
義

〃
　
　
　
脇
神
字
石
ノ
巻
岱
百
九
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
畠
　
山
　
国
　
芳

〃
　
　
　
小
森
字
小
森
三
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
　
林
　
藤
一
郎

〃
　
　
　
脇
神
字
脇
神
囲
ノ
内
五
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
花
　
田
　
隆
　
一

〃
　
　
　
〃
　
字
塚
ノ
岱
百
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
畠
　
山
　
義
　
徳

〃
　
　
　
〃
　
字
槐
岱
道
上
二
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
　
嶋
　
忠
一
郎

〃
　
　
　
栄
字
向
前
田
六
十
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
坂
　
吉
　
三

〃
　
　
　
七
日
市
字
葛
黒
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堀
　
部
　
栄
　
一

〃
　
　
　
前
山
字
後
長
根
三
十
二
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
　
田
　
　
　
正

〃
　
　
　
脇
神
字
脇
神
囲
ノ
内
八
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
文
　
信

〃
　
　
　
米
代
町
三
番
十
四
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
相
　
馬
　
松
　
蔵

〃
　
　
　
七
日
市
字
三
ノ
渡
六
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
上
　
　
　
寛

〃
　
　
　
今
泉
字
今
泉
九
十
一
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
簾
　
内
　
孝
太
郎

〃
　
　
　
〃
　
字
今
泉
五
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
成
　
田
　
金
　
正

〃
　
　
　
〃
　
字
根
立
場
二
番
地
百
七
十
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丹
　
　
　
寛
　
美

北
秋
田
市
今
泉
字
根
立
場
四
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
成
　
田
　
徳
　
男

〃
　
　
　
〃
　
字
大
堤
岱
十
四
番
地
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
成
　
田
　
由
　
美

〃
　
　
　
〃
　
字
上
悪
戸
四
十
二
番
地
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仲
　
村
　
弘
　
文

〃
　
　
　
〃
　
字
大
堤
岱
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仲
　
谷
　
末
　
知

〃
　
　
　
〃
　
字
今
泉
七
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
成
　
田
　
哲
　
美

二
　
就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

北
秋
田
市
七
日
市
字
田
ノ
沢
百
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
　
岐
　
洋
　
一

〃
　
　
　
前
山
字
後
長
根
三
十
二
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
　
田
　
　
　
正

〃
　
　
　
脇
神
字
脇
神
囲
ノ
内
八
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
文
　
信

〃
　
　
　
〃
　
字
脇
神
囲
ノ
内
七
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
花
　
田
　
公
　
明

〃
　
　
　
坊
沢
字
善
千
鳥
坂
八
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
　
崎
　
克
　
彦

〃
　
　
　
脇
神
字
石
ノ
巻
岱
百
九
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
畠
　
山
　
国
　
芳

〃
　
　
　
栄
字
下
タ
前
田
二
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
碇
　
谷
　
喜
　
寛

〃
　
　
　
大
町
六
番
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
　
田
　
利
　
彦

〃
　
　
　
鷹
巣
字
西
大
柳
岱
四
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
成
　
田
　
光
　
弘

〃
　
　
　
今
泉
字
今
泉
九
十
一
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
簾
　
内
　
孝
太
郎

〃
　
　
　
小
森
字
小
森
三
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
　
林
　
藤
一
郎

〃
　
　
　
脇
神
字
塚
ノ
岱
百
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
畠
　
山
　
義
　
徳

〃
　
　
　
〃
　
字
槐
岱
道
上
二
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
　
嶋
　
忠
一
郎

〃
　
　
　
栄
字
太
田
六
番
地
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
谷
川
　
　
　
正

〃
　
　
　
七
日
市
字
三
ノ
渡
六
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
上
　
　
　
寛

〃
　
　
　
〃
　
　
字
葛
黒
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堀
　
部
　
栄
　
一

〃
　
　
　
今
泉
字
今
泉
五
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
成
　
田
　
金
　
正

〃
　
　
　
坊
沢
字
水
上
沢
四
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
重
　
光

三
　
退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

北
秋
田
市
小
森
字
小
森
百
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
三
　
七

〃
　
　
　
坊
沢
字
屋
敷
六
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
　
村
　
常
　
蔵

〃
　
　
　
脇
神
字
中
金
堀
百
四
十
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
　
嶋
　
三
　
郎

〃
　
　
　
今
泉
字
大
堤
下
七
番
地
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
簾
　
内
　
藤
太
郎

〃
　
　
　
〃
　
字
大
堤
脇
十
二
番
地
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
武
　
田
　
響
　
一

〃
　
　
　
〃
　
字
上
野
二
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
簾
　
内
　
　
　
豊

四
　
就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

北
秋
田
市
小
森
字
小
森
百
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
三
　
七

〃
　
　
　
坊
沢
字
深
沢
百
三
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
　
井
　
文
　
雄

〃
　
　
　
脇
神
字
中
金
堀
百
四
十
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
　
嶋
　
三
　
郎

〃
　
　
　
坊
沢
字
深
関
街
道
下
三
十
七
番
地
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
武
　
田
　
冨
二
雄

１０

公
　
　
　
　
　
　
告
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秋
田
県
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
日

秋
田
県
議
会
議
長
　
中
　
泉
　
松
之
助
　

秋
田
県
議
会
規
則
第
二
号

秋
田
県
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
議
会
傍
聴
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
秋
田
県
議
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
（
様
式
第
一
号
）
お
よ
び
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
「
（
様
式
第
二
号
）
」

を
削
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
（
様
式
第
三
号
）
」
を
削
り
、
「
お
よ
び
」
を
「
又
は
」
に
、
「
か
え
る
」

を
「
代
え
る
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「

、氏
名
お
よ
び
年
齢
等
所
定
の
事
項
」
を
「
及
び
氏
名
」
に
改
め
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
補
則
）

第
十
七
条

こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
議
長
が
別
に
定
め
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
号
の
二
ま
で
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
選
管
告
示
第
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
十
八
年
二
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で
の
間
に
次
の
政
治
団
体
か
ら
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

１１

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

そ
の
他
の
政
治
団
体

政

治

団

体

の

名

称

畠
山
た
み
こ
後
援
会

松
谷
福
三
後
援
会

佐
々
木
勇
後
援
会

佐
々
木
勝
理
後
援
会

荘
司
範
彦
後
援
会

長
谷
川
誠
後
援
会

斎
藤
修
市
後
援
会

藤
嶋
絹
蔵
後
援
会

戸
部
幸
晴
後
援
会

池
田
好
隆
後
援
会

会
計
責
任
者
氏
名

畠
　
山
　
徳
　
美

塚
　
本
　
鋼
　
蔵

佐
々
木
　
　
　
勇

佐
々
木
　
さ
ち
子

荘
　
司
　
か
お
る

長
谷
川
　
恵
　
子

伊
　
東
　
俊
　
孝

津
　
谷
　
貞
　
夫

畠
　
山
　
一
　
夫

池

田

次

男

代

表

者

氏

名

松
　
橋
　
三
　
郎

工
　
藤
　
　
　
浩

佐
々
木
　
千
穂
子

今
　
野
　
敬
　
夫

池
　
田
　
稼
志
男

小
　
川
　
　
　
勇

伊
　
藤
　
範
　
雄

三
　
浦
　
友
　
治

小
　
野
　
幸
　
喜

須

田

豊

一

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

山
本
郡
二
ツ
井
町
小
繋
字
前
田
六
番
地

能
代
市
日
吉
町
十
九
番
一
号

に
か
ほ
市
金
浦
字
南
金
浦
七
番
地
二

に
か
ほ
市
象
潟
町
字
浜
畑
五
十
九
番
地
三

に
か
ほ
市
伊
勢
居
地
字
南
野
七
十
七
番
地

に
か
ほ
市
象
潟
町
字
浜
山
百
二
十
六
番
地
百
三
十
六

に
か
ほ
市
三
森
字
浜
田
百
三
十
六
番
地

北
秋
田
市
材
木
町
一
番
二
十
一
号

男
鹿
市
払
戸
字
渡
部
百
三
十
三
番
地

に
か
ほ
市
象
潟
町
字
四
丁

塩
越
二
百
八
十
二
番
地

届

出

年

月

日

平
成
十
八
年
二
月
二
日

〃

平
成
十
八
年
二
月
三
日

平
成
十
八
年
二
月
七
日

平
成
十
八
年
二
月
十
日

〃

平
成
十
八
年
二
月
十
六
日

平
成
十
八
年
二
月
十
七
日

平
成
十
八
年
二
月
二
十
日

議

　

会

　

規

　

則
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秋
選
管
告
示
第
二
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
八

年
二
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で
の
間
に
次
の
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
に
異
動
が
あ
っ
た
旨

の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

１２

斎
藤
修
市
後
援
会

藤
嶋
絹
蔵
後
援
会

戸
部
幸
晴
後
援
会

池
田
好
隆
後
援
会

正
友
会

菅
原
隆
文
後
援
会

新
林
弘
夫
後
援
会

伊
　
東
　
俊
　
孝

津
　
谷
　
貞
　
夫

畠
　
山
　
一
　
夫

池
　
田
　
次
　
男

佐
々
木
　
勝
　
好

菅
　
原
　
田
津
子

新
　
林
　
好
　
一

伊
　
藤
　
範
　
雄

三
　
浦
　
友
　
治

小
　
野
　
幸
　
喜

須
　
田
　
豊
　
一

佐
々
木
　
　
　
隆

成
　
田
　
具
　
世

吉
　
田
　
祐
　
康

に
か
ほ
市
三
森
字
浜
田
百
三
十
六
番
地

北
秋
田
市
材
木
町
一
番
二
十
一
号

男
鹿
市
払
戸
字
渡
部
百
三
十
三
番
地

に
か
ほ
市
象
潟
町
字
四
丁
目
塩
越
二
百
八
十
二
番
地

横
手
市
大
森
町
八
沢
木
字
中
房
五
番
地
六

山
本
郡
二
ツ
井
町
字
比
井
野
三
十
八
番
地

北
秋
田
市
米
内
沢
字
中
道
岱
八
十
一
番
地

平
成
十
八
年
二
月
十
六
日

平
成
十
八
年
二
月
十
七
日

平
成
十
八
年
二
月
二
十
日

平
成
十
八
年
二
月
二
十
二
日

〃

平
成
十
八
年
二
月
二
十
四
日

平
成
十
八
年
二
月
二
十
八
日

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
八
郎
潟
支
部

自
由
民
主
党
秋
田
県
看
護

連
盟
支
部

自
由
民
主
党
十
文
字
町
支

部

南
秋
田
郡
八
郎
潟
町
字
一
日
市
三
百
三
十
一
番
地
一

土
　
橋
　
吉
　
晴

石
　
川
　
鋭
　
子

佐
　
藤
　
吉
　
雄

佐
　
藤
　
征
　
夫

南
秋
田
郡
八
郎
潟
町
字
一
日
市
二
百
六
十
七
番
地
二

菊
　
地
　
勝
　
仕

大
信
田
　
由
紀
子

沓
　
澤
　
恵
　
二

斉
　
藤
　
次
　
雄

異

動

事

項

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

代

表

者

会

計

責

任

者

代

表

者

会

計

責

任

者

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
容

新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧

届

出

年

月

日

平
成
十
八
年
二
月
三
日

平
成
十
八
年
二
月
十
七
日

〃

一
　
政
党

二
　
そ
の
他
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

異

動

事

項

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
容

新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧

届

出

年

月

日
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１３

二
　
そ
の
他
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

異

動

事

項

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
容

新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧

届

出

年

月

日

秋
田
・
こ
れ
で
い
い
会
？

秋
田
県
農
協
政
治
連
盟
秋

田
み
な
み
支
部

土
田
与
七
郎
後
援
会

秋
田
県
商
店
街
政
治
連
盟

秋
田
県
中
小
企
業
団
体
政

治
連
盟

秋
田
県
土
地
家
屋
調
査
士

政
治
連
盟

秋
田
県
農
協
政
治
連
盟
か

づ
の
支
部

伊
藤
秋
雄
後
援
会

児
玉
信
長
後
援
会

見
田
順
一
後
援
会

船
木
正
博
後
援
会

Ｊ
Ａ
Ｍ
秋
田
政
治
連
盟

秋
田
県
鮨
商
生
活
衛
生
同

業
組
合
政
治
連
盟

平
鹿
建
設
産
業
政
治
連
盟

秋
田
市
川
尻
町
字
大
川
反
百
九
番
地
三

伊
　
藤
　
昭
　
光

土
　
田
　
長
一
郎

加
　
藤
　
　
　
清

秋
田
市
飯
島
川
端
一
丁
目
八
番
三
十
三
号

秋
田
市
飯
島
川
端
一
丁
目
八
番
三
十
三
号

秋
田
市
山
王
六
丁
目
一
番
十
三
号

成
　
田
　
　
　
実

伊
　
藤
　
正
　
一

小
　
林
　
　
　
誠

中
　
川
　
春
　
正

船
　
木
　
長
四
郎

渡
　
邊
　
利
　
美

福
　
田
　
義
　
助

佐
　
藤
　
静
　
夫

武
　
茂
　
礼
　
治

落
　
合
　
庫
　
三

秋
田
市
山
王
中
園
町
九
番
二
十
八
号

吉
　
田
　
公
　
諭

土
　
田
　
正
　
俊

加
　
藤
　
　
　
豊

秋
田
市
飯
島
道
東
二
丁
目
二
十
一
番
十
七
号

秋
田
市
飯
島
道
東
二
丁
目
二
十
一
番
十
七
号

秋
田
市
山
王
六
丁
目
一
番
一
号

児
　
玉
　
忠
　
幸

伊
　
藤
　
昭
　
二

小
　
玉
　
勝
　
紀

今
　
川
　
寅
太
郎

照
　
井
　
兼
　
藏

伊
　
藤
　
　
　
勉

佐
　
藤
　
静
　
夫

田
　
中
　
康
　
道

伊
　
藤
　
俊
　
悦

高
　
橋
　
雪
　
松

主
た
る
事
務
所
の

所

　

在

　

地

会

計

責

任

者

代

　

表

　

者

会

計

責

任

者

主
た
る
事
務
所
の

所

　

在

　

地

主
た
る
事
務
所
の

所

　

在

　

地

主
た
る
事
務
所
の

所

　

在

　

地

会

計

責

任

者

代

　

表

　

者

会

計

責

任

者

代

　

表

　

者

会

計

責

任

者

会

計

責

任

者

代

　

表

　

者

会

計

責

任

者

代

　

表

　

者

会

計

責

任

者

平
成
十
八
年
二
月
一
日

平
成
十
八
年
二
月
三
日

平
成
十
八
年
二
月
六
日

平
成
十
八
年
二
月
七
日

〃〃〃〃

平
成
十
八
年
二
月
八
日

〃

平
成
十
八
年
二
月
九
日

平
成
十
八
年
二
月
十
日

平
成
十
八
年
二
月
十
三
日

〃
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秋
選
管
告
示
第
二
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
十
八
年
二
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で
の
間
に
次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

１４

伊
藤
ひ
ろ
し
後
援
会

大
山
義
昭
後
援
会

芹
田
正
嗣
後
援
会

佐
藤
む
ね
よ
し
後
援
会

庄
司
憲
三
郎
後
援
会

成
田
正
雄
後
援
会

能
代
商
工
政
和
会

野
呂
田
芳
成
飯
田
川
町
後

援
会

野
呂
田
芳
成
五
城
目
町
後

援
会

秋
田
県
飲
食
業
組
合
政
治

連
盟

多
賀
谷
専
一
後
援
会

伊
　
藤
　
清
　
彦

大
　
山
　
義
　
司

鈴
　
木
　
一
　
彦

佐
藤
宗
善
後
援
会

仙
北
市
西
木
町
小
渕
野
字
山
崎
百
二
十
四
番
地

田
　
恭
　
悦

庄
　
司
　
堅
　
一

伊
　
藤
　
謙
　
一

佐
々
木
　
松
　
寿

寺
　
田
　
良
　
照

長
　
岡
　
聖
　
一

潟
上
市
飯
田
川
飯
塚
字
家
の
越
三
十
五
番
地
一

小
　
玉
　
順
一
郎

佐
々
木
　
勝
太
郎

黒
　
坂
　
　
　
明

藤
　
島
　
美
代
治

谷
　
　
　
欽
　
作

納
　
谷
　
孝
　
三

岡
　
崎
　
春
　
美

佐
藤
む
ね
よ
し
後
援
会

仙
北
市
西
木
町
門
屋
字
六
本
杉
三
十
番
地
三

澤
　
山
　
　
　
巌

松
　
岡
　
　
　
茂

佐
々
木
　
松
　
寿

鎌
　
田
　
久
　
雄

山
　
木
　
雄
　
三

丸
　
岡
　
　
　
明

潟
上
市
飯
田
川
下
虻
川
字
上
谷
地
百
五
十
七
番
地
七

斉
　
藤
　
敏
　
夫

石
　
井
　
政
　
勝

鈴
　
木
　
　
　
清

土
　
佐
　
　
　
武

代

　

表

　

者

代

　

表

　

者

代

　

表

　

者

政
治
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の

所

　

在

　

地

会

計

責

任

者

代

　

表

　

者

代

　

表

　

者

会

計

責

任

者

代

　

表

　

者

会

計

責

任

者

主
た
る
事
務
所
の

所

　

在

　

地

代

　

表

　

者

会

計

責

任

者

会

計

責

任

者

代

　

表

　

者

平
成
十
八
年
二
月
十
四
日

〃〃

平
成
十
八
年
二
月
十
七
日

〃

平
成
十
八
年
二
月
二
十
日

平
成
十
八
年
二
月
二
十
三
日

〃〃

平
成
十
八
年
二
月
二
十
四
日

平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日
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平
成
十
八
年
三
月
十
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

１５

そ
の
他
の
政
治
団
体

政
　
治
　
団
　
体
　
の
　
名
　
称

茂
木
成
後
援
会

佐
々
木
忠
雄
後
援
会

三
浦
泰
治
後
援
会

加
藤
勲
後
援
会

佐
々
木
恒
男
後
援
会

藤
本
久
恵
後
援
会

佐
藤
清
後
援
会

見
田
順
一
後
援
会

佐
藤
良
徳
後
援
会

山
内
清
種
後
援
会

土
田
徹
夫
後
援
会

森
沢
徳
夫
後
援
会

佐
々
木
松
美
後
援
会

小
山
田
ト
シ
後
援
会

さ
さ
き
良
英
後
援
会

眞
坂
孝
衛
後
援
会

石
山
与
一
後
援
会

代
表
者
氏
名

茂
　
木
　
昭
　
雄

池
　
田
　
甚
之
助

佐
　
藤
　
慧
　
一

橋
　
村
　
　
　
誠

佐
々
木
　
　
　
巌

畠
　
山
　
彦
一
郎

熊
　
谷
　
福
治
郎

今
　
川
　
寅
太
郎

佐
　
藤
　
通
　
洋

畠
　
山
　
運
　
蔵

加
　
賀
　
秀
　
敏

鈴
　
木
　
繁
　
美

佐
々
木
　
照
　
子

星
　
宮
　
一
　
枝

佐
々
木
　
良
　
規

眞
　
坂
　
孝
　
衛

高

橋

進
一
郎

解
　
散
　
年
　
月
　
日

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日

〃〃〃

平
成
十
八
年
二
月
一
日

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
日

平
成
十
八
年
一
月
二
十
日

平
成
十
八
年
二
月
五
日

〃

平
成
十
七
年
九
月
二
十
日

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日

〃

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
七
日

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
日

平
成
十
八
年
一
月
二
十
日

平
成
十
七
年
十
二

三
十
一

届
　
出
　
年
　
月
　
日

平
成
十
八
年
二
月
一
日

平
成
十
八
年
二
月
三
日

〃

平
成
十
八
年
二
月
六
日

〃〃

平
成
十
八
年
二
月
七
日

平
成
十
八
年
二
月
八
日

平
成
十
八
年
二
月
九
日

平
成
十
八
年
二
月
十
日

平
成
十
八
年
二
月
十
三
日

〃

平
成
十
八
年
二
月
十
四
日

平
成
十
八
年
二
月
十
六
日

〃〃

平
成
十
八
年
二

十
七



平成18年 3月10日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1758号

秋
選
管
告
示
第
二
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

政
治
団
体
か
ら
収
支
に
関
す
る
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
そ
の
要
旨
を
公
表
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

１６

小
山
田
ト
シ
後
援
会

さ
さ
き
良
英
後
援
会

眞
坂
孝
衛
後
援
会

石
山
与
一
後
援
会

く
ま
さ
わ
龍
雄
後
援
会

小
松
俊
彦
後
援
会

加
藤
光
裕
後
援
会

三
森
安
幸
後
援
会

大
久
保
伸
一
後
援
会

湯
沢
雄
勝
栗
林
次
美
後
援
会

斎
藤
好
三
後
援
会

三
浦
彦
一
後
援
会

星
　
宮
　
一
　
枝

佐
々
木
　
良
　
規

眞
　
坂
　
孝
　
衛

高
　
橋
　
進
一
郎

栗
　
谷
　
孝
　
治

小
　
松
　
　
　
忠

伊
　
東
　
富
　
蔵

佐
　
藤
　
孝
　
雄

武
　
藤
　
孝
　
博

藤
　
原
　
広
　
夫

佐
々
木
　
英
　
明

尾
留
川
　
嘉
一
郎

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
七
日

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
日

平
成
十
八
年
一
月
二
十
日

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日

平
成
十
八
年
二
月
十
二
日

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
日

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日

〃

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日

平
成
十
八
年
一
月
二
十
九
日

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
日

〃

平
成
十
八
年
二
月
十
六
日

〃

平
成
十
八
年
二
月
十
六
日

平
成
十
八
年
二
月
十
七
日

平
成
十
八
年
二
月
二
十
日

平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

平
成
十
八
年
二
月
二
十
三
日

〃

平
成
十
八
年
二
月
二
十
四
日

〃

平
成
十
八
年
二
月
二
十
八
日

〃

Ⅰ
　
種
類
　
政
治
資
金
規
正
法
第
1
7
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書

Ⅱ
　
報
告
書
の
要
旨

１
　
収
入
及
び
支
出
の
あ
る
団
体

そ
の
他
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称
　
佐
藤
良
徳
後
援
会

報
告
年
月
日
　
平
成
1
8
年
２
月
９
日

ア
　
収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
,0
0
0
円

前
年
か
ら
の
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
,0
0
0
円

本
年
の
収
入
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
円

支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
,0
0
0
円

イ
　
収
入
・
支
出
の
内
訳

支
出
の
内
訳

政
治
活
動
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
,0
0
0
円

そ
の
他
の
経
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
,0
0
0
円

合
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
,0
0
0
円

政
治
団
体
の
名
称
　
山
内
清
種
後
援
会

報
告
年
月
日
　
平
成
1
8
年
２
月
1
0
日

（
イ
）

（
ア
）

（
イ
）
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１７

ア
　
収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
3
,3
6
5
円

前
年
か
ら
の
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
円

本
年
の
収
入
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
3
,3
6
5
円

支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
3
,3
6
5
円

イ
　
収
入
・
支
出
の
内
訳

収
入
の
内
訳

寄
附
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
3
,3
6
5
円

個
人
か
ら
の
寄
附
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
3
,3
6
5
円

［
寄
附
の
内
訳
］

個
人
か
ら
の
寄
附
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
3
,3
6
5
円

山
内
　
清
種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
3
,3
6
5
円
　
北
秋
田
市

合
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
3
,3
6
5
円

支
出
の
内
訳

経
常
経
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
3
,2
4
5
円

備
品
・
消
耗
品
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
3
,2
4
5
円

政
治
活
動
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
0
,1
2
0
円

機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
0
,1
2
0
円

宣
伝
事
業
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
0
,1
2
0
円

合
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
3
,3
6
5
円

政
治
団
体
の
名
称
　
佐
々
木
松
美
後
援
会

報
告
年
月
日
　
平
成
1
8
年
２
月
1
4
日

ア
　
収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
8
1
,1
5
5
円

前
年
か
ら
の
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
3
1
,4
9
3
円

本
年
の
収
入
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

4
9
,6
6
2
円

支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
8
1
,1
5
5
円

イ
　
収
入
・
支
出
の
内
訳

収
入
の
内
訳

寄
附
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

4
9
,6
6
2
円

個
人
か
ら
の
寄
附
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

4
9
,6
6
2
円

［
寄
附
の
内
訳
］

個
人
か
ら
の
寄
附
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

4
9
,6
6
2
円

佐
々
木
　
松
美
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

4
9
,6
6
2
円
　
に
か
ほ
市

合
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

4
9
,6
6
2
円

（
ア
）

（
イ
）

（
ア
）

（
イ
）

（
ア
）

（
イ
）

（
ア
）

支
出
の
内
訳

経
常
経
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

3
0
,0
0
0
円

人
件
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

3
0
,0
0
0
円

政
治
活
動
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
5
1
,1
5
5
円

組
織
活
動
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
5
1
,1
5
5
円

合
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
8
1
,1
5
5
円

政
治
団
体
の
名
称
　
さ
さ
き
良
英
後
援
会

報
告
年
月
日
　
平
成
1
8
年
２
月
1
6
日

ア
　
収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
5
,0
0
0
円

前
年
か
ら
の
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
5
,0
0
0
円

本
年
の
収
入
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
円

支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
円

政
治
団
体
の
名
称
　
三
浦
彦
一
後
援
会

報
告
年
月
日
　
平
成
1
8
年
２
月
2
8
日

ア
　
収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
9
0
円

前
年
か
ら
の
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
9
0
円

本
年
の
収
入
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
円

支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
9
0
円

イ
　
収
入
・
支
出
の
内
訳

支
出
の
内
訳

経
常
経
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
9
0
円

備
品
・
消
耗
品
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
9
0
円

合
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
9
0
円

２
　
収
入
及
び
支
出
の
な
い
団
体

そ
の
他
の
政
治
団
体

（
ア
）

（
イ
）

（
ア
）

（
イ
）

政
治
団
体
の
名
称

茂
木
成
後
援
会

佐
々
木
忠
雄
後
援
会

三
浦
泰
治
後
援
会

加
藤
勲
後
援
会

佐
木
恒
男
後
援
会

報
　
告
　
年
　
月
　
日

平
成
1
8
年
２
月
１
日

平
成
1
8
年
２
月
３
日

〃

平
成
1
8
年
２
月
６
日

（
ア
）

（
イ
）
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づ
き
、
そ
の
要
旨
を
公
表
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

１８

佐
々
木
忠
雄
後
援
会

三
浦
泰
治
後
援
会

加
藤
勲
後
援
会

佐
々
木
恒
男
後
援
会

藤
本
久
恵
後
援
会

佐
藤
清
後
援
会

見
田
順
一
後
援
会

土
田
徹
夫
後
援
会

森
沢
徳
夫
後
援
会

小
山
田
ト
シ
後
援
会

眞
坂
孝
衛
後
援
会

石
山
与
一
後
援
会

く
ま
さ
わ
龍
雄
後
援
会

小
松
俊
彦
後
援
会

加
藤
光
裕
後
援
会

三
森
安
幸
後
援
会

大
久
保
伸
一
後
援
会

湯
沢
雄
勝
栗
林
次
美
後
援
会

斎
藤
好
三
後
援
会

平
成
1
8
年
２
月
３
日

〃

平
成
1
8
年
２
月
６
日

〃〃

平
成
1
8
年
２
月
７
日

平
成
1
8
年
２
月
８
日

平
成
1
8
年
２
月
1
3
日

〃

平
成
1
8
年
２
月
1
6
日

〃

平
成
1
8
年
２
月
1
7
日

平
成
1
8
年
２
月
2
0
日

平
成
1
8
年
２
月
2
1
日

平
成
1
8
年
２
月
2
3
日

〃

平
成
1
8
年
２
月
2
4
日

〃

平
成
1
8
年
２
月
2
8
日

眞
坂
孝
衛
後
援
会

石
山
与
一
後
援
会

く
ま
さ
わ
龍
雄
後
援
会

小
松
俊
彦
後
援
会

加
藤
光
裕
後
援
会

三
森
安
幸
後
援
会

大
久
保
伸
一
後
援
会

湯
沢
雄
勝
栗
林
次
美
後
援
会

斎
藤
好
三
後
援
会

〃

平
成
1
8
年
２
月
1
7
日

平
成
1
8
年
２
月
2
0
日

平
成
1
8
年
２
月
2
1
日

平
成
1
8
年
２
月
2
3
日

〃

平
成
1
8
年
２
月
2
4
日

〃

平
成
1
8
年
２
月
2
8
日

資
金
管
理
団
体
の
届

出
事
項
の
異
動
の
届

出
を
し
た
者
の
氏
名

大
　
関
　
　
　
衛

大
　
関
　
　
　
衛

資
金
管
理
団
体
の
名
称

大
関
衛
後
援
会

翔
衛
会

新

湯
沢
市
字
鶴
館
三
十
九
番
地
四
セ
ン
ト

ラ
ル
ビ
ル
二
階
二
百
二

翔
衛
会

公
職
の
種
類

県
議
会
議
員

（
現
職
）

県
議
会
議
員

（
現
職
）

旧

湯
沢
市
川
連
町
字
大
舘
九
十
三
番
地
七

大
関
衛
後
援
会

届

出

年

月

日

平
成
十
八
年
二
月
六
日

平
成
十
八
年
二
月
十
七
日

内
　
　
　
　

容

異
動
事
項

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

資
金
管
理
団
体

の

名

称

秋
選
管
告
示
第
二
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

政
治
団
体
か
ら
収
支
に
関
す
る
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基

秋
選
管
告
示
第
二
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
公
職
の
候
補
者
か
ら
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十

九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
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秋
選
管
告
示
第
二
十
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
六
条
、

第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一

の
数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に

六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

五
十
分
の
一
の
数
　
　
一
九
、
一
七
八

三
分
の
一
の
数
　
　
二
二
六
、
四
八
一

秋
選
管
告
示
第
二
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
区
に
お
け
る

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

選
挙
区
別

秋
田
市
　
　
　
　
八
五
、
〇
〇
〇

能
代
市
　
　
　
　
一
四
、
五
九
七

横
手
市
　
　
　
　
一
〇
、
八
六
五

大
館
市
　
　
　
　
一
七
、
九
四
二

本
荘
市
　
　
　
　
一
二
、
一
八
七

男
鹿
市
　
　
　
　
　
八
、
二
五
八

湯
沢
市
　
　
　
　
　
九
、
二
九
〇

大
曲
市
　
　
　
　
一
〇
、
六
一
九

鹿
角
市
鹿
角
郡
　
一
二
、
三
九
八

北
秋
田
郡
　
　
　
一
七
、
七
三
八

山
本
郡
　
　
　
　
一
三
、
一
三
〇

南
秋
田
郡
　
　
　
一
九
、
七
七
九

河
辺
郡
　
　
　
　
　
五
、
一
七
六

由
利
郡
　
　
　
　
二
〇
、
六
二
三

仙
北
郡
　
　
　
　
三
一
、
四
六
二

平
鹿
郡
　
　
　
　
一
八
、
二
二
八

雄
勝
郡
　
　
　
　
一
二
、
三
四
三

１９

Ⅰ
　
種
類
　
平
成
1
8
年
２
月
2
8
日
ま
で
提
出
さ
れ
た
政
治
資
金
規
正
法
第
1
2
条
第
１
項
の
規
定
に

よ
る
報
告
書

Ⅱ
　
報
告
書
の
要
旨

平
成
1
6
年
分

政
党政
治
団
体
の
名
称
　
自
由
民
主
党
六
郷
支
部

報
告
年
月
日
　
平
成
1
8
年
２
月
1
4
日

ア
　
収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
7
5
,7
1
2
円

前
年
か
ら
の
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

9
7
,1
1
2
円

本
年
の
収
入
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
7
8
,6
0
0
円

支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
3
4
,4
7
1
円

イ
　
収
入
・
支
出
の
内
訳

収
入
の
内
訳

個
人
の
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

4
8
,6
0
0
円

3
6
人

本
部
又
は
支
部
か
ら
供
与
さ
れ
た
交
付
金
に
係
る
収
入
　
　
　
　
　
2
3
0
,0
0
0
円

自
由
民
主
党
秋
田
県
支
部
連
合
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
3
0
,0
0
0
円

合
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
3
0
,0
0
0
円

支
出
の
内
訳

経
常
経
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
8
8
,0
5
4
円

人
件
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
0
0
,5
0
0
円

備
品
・
消
耗
品
費
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